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1. はじめに

　気候変動対策や脱化石燃料においては、政府任せでは

なく、企業が自主的に工夫を行い新しい産業を形成する

ことによって解決しようという機運が広がりつつある。

この動きは、気候変動から、ビジネスや経済が依拠して

いる、地下資源・森林・水・土壌・海洋資源など自然環

境全般に広げられつつある。これらは「 自然資本 (Natural 

Capital ) 」と呼ばれている。自然資本とは、きれいな水

やきれいな空気や豊かな土壌や鉱物資源などの非生物の

要素に加え、生態系・種・遺伝資源といった生物多様性

も含めた幅の広い概念である。特に生物多様性は、他の

惑星にはない、地球の特徴であるが、ここ50年間で大き

く劣化してきている。自然が回復する力以上に土地や資

源を使いすぎると、自然は、回復することができなくな

り、枯死してしまう。生物多様性の喪失は大きく「 土地

と海の利用変化」、「 生物の直接採取」、「 気候変動」、

「 汚染」、「 外来種」の5つとされている。

　持続可能な成長(サステナビリティ)のためには、今後、

人口が90億人に向かい、経済成長により中産階級が増え

てゆくことが予想されているため、ますます需要が大き

くなる傾向にあり、自然環境へのプレッシャーはますま

す高まっている。現代は生命史上6度目の大絶滅期とい

われており、人間活動が原因です。解決には、自然資本

の回復措置に加え、人間の産業システムそのものの変革

が必要である。

　

2. ネイチャーポジティブとは

　経済活動の前提(基盤)に、生物多様性から人間が受け

る恩恵「 生態系サービス」がある。例えば、食料や水と

いった供給サービスや、ツーリズムや教育といった文化

的サービスや、水の浄化や気候の調節といった調整サー

ビスがある。世界の総GDPの半分以上にあたる44兆米ド

ルが生態系サービスに中程度あるいは高程度依存してお

り、特に農業や林業、食品飲料、インフラ・建設、エネ

ルギーなどのサプライチェーンが高く依存している。生

態系サービスを生み出す生物多様性の喪失はあらゆるビ

ジネスセクターに影響すると想定されている。こうした

生態系サービスを守るためにも、自然資本や生物多様性

を保全する必要がある。

　自然資本の損失は、地域の外部不経済として、経済社

会においては無視されてきた。しかし近年、自然資本は

地球レベルで無視できないほど劣化してきたため、保全

と回復の重要性が指摘されはじめている。経済や暮らし

の前提となる自然環境は有限であり、回復が不可欠の状
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況になっている現状は、持続可能ではなく、成長にとっ

ては不自由な制約となっている。

　このため、2030年までにノーネットロスまたはネッ

トゲインを実現し、2030年以降、2050年に向けてネイ

チャーポジティブな世界を目指すことが大きな流れと

なっている。「 ノーネットロス」とは、事業活動が与え

る生物多様性への影響を最小化しながら、生物多様性の

回復などの貢献活動を行うことによって、生態系全体で

の損失を相殺するという考え方であり、「 ネイチャーポ

ジティブ」とは、自然が損失している現在の状況から反

転して、回復傾向にある状態を指す。

3. 国内外動向

3.1 生物多様性条約と2030年に向けた23の目標

　2022年12月に、カナダのモントリオールで、第15回

の生物多様性締約国会議が行われた。ここでは、“Ecological 

Civilization：Building a Shared Future for All Life on 

Earth”(生態文明：地球に生きるすべての生き物共有の未

来をつくる)がテーマとして、2030年に向けた以下の議

題が議論された。

　・ ポスト2020生物多様性世界枠組み

　・ 8条 (J )項関係の投稿

　・ 電子化された遺伝資源情報の扱い

　・ 資源動員と資金メカニズム

　・ 能力養成、科学技術協力、知識管理、

　・ 計画、モニタリング、報告、評価

　・ 他の条約や組織との協力

　・ セクター内・間における生物多様性の主流化

　・ 条約と議定書下のプロセスの効果評価

　・ COPの多年度作業計画

　また、技術的課題

　・ 保護地域とOECM

　・ 海洋沿岸生物多様性

　・ 外来種

　・ 持続可能な野生動物管理

　・ 生物多様性と気候変動

　・ 生物多様性と農業

　・ 生物多様性と健康

　・ 自然と文化

　・ 合成生物学

　が議論として交わされ、23の目標を持つ、昆明－モン

トリオール世界生物多様性枠組 |2030年目標が設定され

た。23の目標[1]の概略は以下のとおりである。

　(a) 脅威を低減する

　 1. 生物多様性保全のための統合的な空間計画を策定

　 2. 劣化した淡水域・海水域・陸域の生態系の30%を

復元

　 3. 淡水域・海水域・陸域の生態系の30%を人と自然

の共生する地域として管理・保全

　 4. 絶滅危惧種を守るための緊急の行動と、人と野生

動物の衝突を最小化

　 5. 生物の捕獲や取引を持続可能にし、違法・過剰な

利用をなくす

　 6. 外来生物の新規侵入と定着を50%減少

　 7. 栄養塩および殺虫剤放出を少なくとも半減、プラ

廃棄物公害ゼロに向けた取り組みの実施

　 8. 気候変動と海洋酸性化が生物多様性に及ぼす影響

を最小化

　(b) 人々の要請に応える

　 9. 自然資源を持続可能に管理し、特に脆弱な人々社

会的、経済的、環境的利益をもたらす

　10. 生産性と回復力の向上などによって農業、養殖業、

漁業、林業を持続可能に管理

　11. 生態系調整機能・サービスを自然または生態系ベー

スのアプローチにより維持、回復、強化

　12. 都市の緑地や親水地域を増やし、人間の健康と福祉、

自然とのつながりを改善

　13. 遺伝資源から得られる利益の公正公平な配分のた

めあらゆるレベルの措置を講じる

　(c) ツールと解決策

　14. 生物多様性の価値をあらゆる政策・規制・計画・

開発・会計・評価に統合

　15. 特に大企業や多国籍企業、金融機関がリスク、依

存、影響を定期的に監視、評価、開示

　16. 持続可能な消費の選択の奨励と、世界の食料廃棄

の半減、過剰消費の大幅削減、廃棄物発生の大幅
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削減など、公平な方法で消費のグローバルフット

プリント削減を実現

　17. 遺伝子組み換えの適正な管理・利用の能力をすべ

ての国が持つ

　18. 生物多様性に有害な補助金5000億ドルを実質的か

つ段階的に削減

　19. 資源(資金)動員を年2000億ドルに増加、途上国向

け資金を2025年までに年200億ドル、2030年ま

でに少なくとも年300億ドル増加

　20. 実施のための能力向上、技術提供、科学技術の推

進と活用をはかる

　21. 生物多様性に関連する意思決定への効果的な参加

のために最新の情報・知見を共有する

　22. 情報、政策決定の参加、司法へのアクセスの機会

を、先住民、女性、ユースに確保する

　23. 行動目標達成のための意思決定や行動が、ジェン

ダー平等の中で実現する

　上記の情報は、いずれも、生物多様性条約のホームペー

ジ (https://www.cbd.int/ )から読むことができる。国際社

会は、この23の目標をベースに2030年に向けて動き出し

ているので、この目標は理解をしておいた方が望まれる。

3.2 日本における生物多様性国家戦略

　日本ではこの目標設定を受けて、「 生物多様性国家戦

略2023－2030」が2023年3月31日に改訂された。この

戦略は、「2030年に向けた目標：ネイチャーポジティブ

(自然再興)の実現」を掲げ、以下の5つの戦略で構成を

されている。

　基本戦略1：生態系の健全性の回復

　基本戦略2：自然を活用した社会課題の解決

                      (NbS：Nature－based Solutions )

　基本戦略3：ネイチャーポジティブ経済の実現

　基本戦略4：生活・消費活動における生物多様性の価値

の認識と行動

　基本戦略5：生物多様性に係る取組を支える基盤整備と

国際連携の推進

　併せて、企業向けには、「 生物多様性民間参画ガイド

ライン(第3版) 」がリリースされ、かなり詳細に、どの

ように進めてゆくべきかが説き起こされている。

　また、生物多様性国家戦略の5つの戦略に沿ってすす

めることを宣言する、「 ネイチャーポジティブ宣言」を、

企業・自治体・NGO等が行うためのサイトも、2023年

の9月に立ち上がっている。ネイチャーポジティブ移行

戦略や関心を高める施策が検討されており、環境問題解

決に対して積極的に取り組んできた日本では比較的速や

かにこの考え方が浸透する可能性がある。

3.3 TNFD Version1.0

　TNFDが2023年9月にVersion1.0がリリースされた。

TNFDは、自社の環境管理の範囲を超えて、調達から廃

棄までビジネスライフサイクル全体における、自然への 

影響( Impact )と依存(Dependency )、環境とビジネスの

リスクとチャンスを、財務の視点で統合的に分析し、開

示のための枠組みである[2]。

　一般要求事項 General Requirementsとしては、次の6

つが設定されている。

　1 マテリアリティへのアプローチ

　作成者が提示する情報の背景を報告書利用者が理解

できるように、組織は、マテリアリティに対する考え

方を示すべきである

　2 開示の範囲

　組織は、事業やバリューチェーンの範囲、TNFDフ

レームワークのどの要素に対して開示されているか、

また将来的にこの範囲を拡大する計画などの観点から、

開示の範囲についての説明を提供する必要がある

　3 自然に関連する課題の検討

　組織は、自然への依存と影響の評価に基づいて、自

然に関連するリスクと機会を特定しなければならない

　4 ロケーション

　組織は、自然との接点となる具体的な場所を、評価

と一体的に考えるべきである

　5 他のサステナビリティ課題との統合

　組織の自然関連の開示は、気候関連の開示を含む他

のサステナビリティ関連の開示を考慮し、可能な限り

統合されるべきであり、その際、整合性、貢献、トレー

ドオフの可能性を明確にすること
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　6 ステークホルダー・エンゲージメント

　組織は、開示全体において、ステークホルダーとの

関わりを考慮する必要がある

　NPO団体「 カーボン・ディスクロージャー・プロジェク

ト(CDP ) 」の調査によると日本においても2024年までに

生物多様性関連のコミットメントや影響評価を過半の企

業が取り組むと回答しており、TCFDの下地があること

もあり、TNFDの賛同数の進捗を見ても、普及が速やか

になる可能性がある。

4. 2030年を目指すネイチャーポジティブエコノミー

　環境問題はステークホルダーが多く、国際ルールや市

場が形成しやすく、一度合意形成が動き始めるとイノ

ベーションと普及が速やかである。

　自然資本の劣化を防ぐ、環境再生型(ネイチャーポジ

ティブな )経済の未来はどういうものであるのかが、

2020年代に入り、わかりやすい姿で語り始められてきた。

　世界経済フォーラムは、The Future Of Nature And 

Business (2020 )で、「 ネイチャーポジティブ経済」への

投資と移行で、年間10.1兆ドル (約1150兆円) =世界の

GDPの1割近くの規模のビジネス機会と3億9500万人の

雇用創出が見込まれる」とレポートした。このレポート

では、ネイチャーポジティブエコノミーを大きく、「 食料・

土地・海洋の利用」「 エネルギー・採取活動」「 インフラ・

建築環境」の3分野に分けている[3]。

　具体的には、「 食料・土地・海洋の利用」では、生産性・

再生可能な農業、生態系の回復、土地・海洋利用拡大の

回避、健全で生産的な海洋、地球環境に配慮した消費、

森林の持続可能な管理、透過で持続可能なサプライ

チェーンの分野で、3兆6050億ドルのビジネス機会と1憶

9100万人の雇用創出が得られるとしている。また、「 エ

ネルギー・採取活動」では、循環型・資源効率型モデル、

自然環境に配慮した金属・鉱物資源採取、持続可能な素

材サプライチェーン構築、自然共生型エネルギー転換が

挙げられ、3兆5250億ドルのビジネス機会、8700万人の

雇用機会があるとしている。また、「 インフラ・建築環境」

では、コンパクトな建築環境、Nature Positiveな建築環

境設計、地球に適合した都市ユーティリティ、インフラ

としての自然、自然に配慮した接続インフラで、3兆

150億ドルのビジネス規模、1億1700万人の雇用創出が

えられるとしている。

　2030年をひとつの目標年として、こうしたネイチャー

ポジティブな経済へ移行する投資やイノベーションが、

すでに始まっている。

　例えば、「 食料・土地・海洋の利用」の分野では、リジェ

ネラティブ(環境再生型)な農林水産畜産業が注目されて

いる。農地土壌や家畜の飼養管理などの改善によって、

自然の力を借り自然を再生しながら、土壌を肥沃にする

効果が得られ、温室効果ガスの削減・吸収を目指し、さら

に地域で農業資源を循環させることにより、持続可能な

自然と共生する地域づくりにつなげている。

　「 エネルギー・採取活動」の分野では、次のようなク

ラスターが創造されている。

　・ ゼロエミッションビジネス

　・ サステナブルライフスタイル

　・ 修理再生可能ものづくりによるロングライフ経済

　・ アップサイクルエコシステム

　また、「 インフラ・建築環境」の分野では、グリーン

インフラに注目が集まっている。また都市部では世界経

済フォーラムが、都市を構成する三層(社会/人工物/自

然)のバランスを見直した、BiodiverCitiesというコンセ

プトを提案している。自然資本は、場所毎への対応が重

要になってくる。場所毎に自然は異なるため、リスクや

機会も異なってくるので、地域との連携は欠かせない。

5. おわりに：2025年までに準備したいネイチャー

ポジティブエコノミー

　ネイチャーポジティブエコノミーは、業界によって自

然とのかかわり方が異なるため、どのようなかかわりが

ありえそうかを、業界(産業)の視点として考えることは

大切であり、今後、自然資本を各産業で、時間軸にも空

間軸にも幅広い目つきで、ビジネスの機会が洗い出され

てゆくだろう。自然資本や生物多様性の劣化のスピード

から、ネイチャーポジティブエコノミーを2030年まで

に間に合わせることが望まれている。しかし、経済が

2030年時点でこのような状態になっているためには、



KEC情報　No.268 Ja n .  2 024－ 11 －

遅くとも、企業は、2025年までにこうした事業に向け

た準備が検討されている必要がある。このように考える

と、もう今着手することが望ましいと考えられる。
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服部 徹  (はっとり てつ)

【経歴】

PwCコンサルティング　テクノロジー・デジタルコン

サルティング事業部　G&C (新規事業開発)チーム所属。

ネイチャーポジティブ担当　ネイチャーポジティブイ

ニシアティブメンバー

大手電機メーカー、大手外資系コンサルティング会社、

大手精密機械メーカーを経て現職。PwCでのネイチャー

ポジティブビジネスをリード。

自然と共生する社会づくりについて活動を推進。DX

推進、スマート社会・グリーン経済・働き方改革等のプ

ロジェクト経験多数

【主なプロジェクト経験】

・ 中央省庁：スマートシティ分野における戦略的知財・

標準化活用戦略調査、ネイチャーポジティブ政策動

向調査、食品産業ネイチャーポジティブ　検討

・ ハイテク：Nature Positive Economy R&Dテーマ探索、

森林価値化ビジネス構想検討支援、Nature Positive

ビジネス機会検討

・ 通信業：GX・ESGビジネス立上伴走、自社サービス

のCO2可視化・削減、TNFD導入パイロット支援

・ 製造業：グリーン＆スマートファクトリー検討支援、

データ分析活用センタ　立ち上げ支援　等
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